
 

岡 教 互 第 ７ ７ 号 

令和４年５月２７日 

 

所 属 所 長 殿 

 

                                              

一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長      

 

 

互助組合規程の一部改正について 

 

平素から当互助組合の運営につきまして格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和４年５月２３日開催の理事会において次のとおり改正されました。

貴所属会員に周知いただきますようお願い申し上げます。 

  

記 

 

１ 規程等    一般財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合事務取扱規程 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合給付及び貸付規程 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合生活資金積立預金規程 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合保険事業取扱規程 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合退職互助規程 

 

 

２ 改正内容   ○ 運営規則、給付及び貸付、生活資金積立預金、保険事業取扱規程 

会員のうち短時間勤務の者に係る掛金等の取扱について定め

るもの 

 

          ○ 運営規則、事務取扱規程 

文言を修正するもの 

 

          ○ 退職互助規程 

退職後に給付される療養補助金の請求限度額を定めるもの 

 

 

３ 施行年月日  令和４年５月２３日（退職互助規程は令和５年４月１日） 

 

 

（別紙参照） 



 一般財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則(昭和４４年６月３０日制定)の一部を次のように改正す

る。 

 

 第４条（５）中、「証書類」を「証拠書類」に改める。 

 

 第１６条中、「合計額の１,０００分の６」の後に、「（会員のうち短時間勤務の者については、定額８０

０円）」を加える。 

  

 第１６条第２項中、「納入しなければならない。」の後に、「ただし、会員のうち短時間勤務の者はこの

限りではない。」を加える。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和４年５月２３日から施行する。 

 

 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合運営規則新旧対照表 

  
旧 新 

第４条（１）から（４） 省略 

（５）会計簿及び証拠書類を閲覧する権利 

 

第１６条 会員は、毎月給料扶養手当の合計額の

１,０００分の６（会員のうち短時間勤務の者に

ついては、定額８００円）を掛金として給与受領

の際納入しなければならない。 

２ 前項の掛金のほかに扶養手当支給の対象とな

っていない扶養家族１人につき年７００円を特

別掛金として納入しなければならない。ただし、

会員のうち短時間勤務の者はこの限りではない。 

第４条（１）から（４） 省略 

（５）会計簿及び証書類を閲覧する権利 

 

第１６条 会員は、毎月給料扶養手当の合計額の

１,０００分の６を掛金として給与受領の際納入

しなければならない。 

 

２ 前項の掛金のほかに扶養手当支給の対象とな

っていない扶養家族１人につき年７００円を特

別掛金として納入しなければならない。 



一般財団法人岡山県教育職員互助組合事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合事務取扱規程の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合事務取扱規程(平成１１年２月１２日制定)の一部を次のように

改正する。 

 

 第２条第２項中、「５日以内」を「速やか」に、「送付」を「提出」に改める。 

 

 

   附 則 

  この規程は、令和４年５月２３日から施行する。 

 

 

 

 

 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合事務取扱規程新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 略 

 

２ 所属所長は、掛金を取りまとめの上、給与支給

日から速やかに一般財団法人岡山県教育職員互

助組合会計処理規程第２６条により理事長が指

定した金融機関（以下「指定金融機関」という。）

を通じて納入するものとする。この際に別に定め

る掛金払込明細書を法人に提出しなければなら

ない。 

第２条 略 

 

２ 所属所長は、掛金を取りまとめの上、給与支給

日から５日以内に一般財団法人岡山県教育職員

互助組合会計処理規程第２６条により理事長が

指定した金融機関（以下「指定金融機関」という。）

を通じて納入するものとする。この際に別に定め

る掛金払込明細書を法人に送付しなければなら

ない。 

新 旧 



一般財団法人岡山県教育職員互助組合給付及び貸付規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合給付及び貸付規程の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合給付及び貸付規程(昭和４９年５月２８日制定)の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２７条の３第２項中、「給料の月額」の後に、「（会員のうち短時間勤務の者については、掛金か

ら１，０００分の６で除した額）」を加える。 

 

 

   附 則 

  この規程は、令和４年５月２３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合給付及び貸付規程新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 

第２７条の３ 略 

 

２ 前項の介護助成金の額は、介護休暇１日につき

給料の月額の２２分の１に相当する金額の１０

０分の８３．７５に相当する額（雇用保険法（昭

和４９年法律第１１６号）第１７条第４項第２号

ロに定める額（当該額が同法第１８条の規定によ

り変更された場合には、当該変更された後の額）

×３０×０．６７÷２２を上限とする。以下、こ

の条において「給料日額の１００分の８３．７５

相当額」という。）に、地方公務員等共済組合法

第１１４条第３項の規定により算定される掛金

を日割りした額に相当する額（地方公務員等共済

組合法の適用を受けない者にあってはこれに相

当する額）及び運営規則第１６条第１項の規定に

より算定される掛金を日割りした額に相当する

額（以下、この項において「掛金の日割り相当額」

という。）を合算した額とする。ただし、時間を

単位とする介護休暇を取得したときは、給料日額

の１００分の８３．７５相当額及び掛金の日割り

相当額のそれぞれ１日あたりの勤務時間で除し

て得た額に当該取得時間を乗じて得た額の合計

額とする。 

第２７条の３ 略 

 

２ 前項の介護助成金の額は、介護休暇１日につき

給料の月額（会員のうち短時間勤務の者について

は、掛金から１，０００分の６で除した額）の２

２分の１に相当する金額の１００分の８３．７５

に相当する額（雇用保険法（昭和４９年法律第１

１６号）第１７条第４項第２号ロに定める額（当

該額が同法第１８条の規定により変更された場

合には、当該変更された後の額）×３０×０．６

７÷２２を上限とする。以下、この条において「給

料日額の１００分の８３．７５相当額」という。）

に、地方公務員等共済組合法第１１４条第３項の

規定により算定される掛金を日割りした額に相

当する額（地方公務員等共済組合法の適用を受け

ない者にあってはこれに相当する額）及び運営規

則第１６条第１項の規定により算定される掛金

を日割りした額に相当する額（以下、この項にお

いて「掛金の日割り相当額」という。）を合算し

た額とする。ただし、時間を単位とする介護休暇

を取得したときは、給料日額の１００分の８３．

７５相当額及び掛金の日割り相当額のそれぞれ

１日あたりの勤務時間で除して得た額に当該取

得時間を乗じて得た額の合計額とする。 



一般財団法人岡山県教育職員互助組合生活資金積立預金規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合生活資金積立預金規程の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合生活資金積立預金規程(昭和３６年９月２５日制定)の一部を次

のように改正する。 

 

 第４条に見出しとして「（適用除外）」を付し、「削除」を、「会員のうち短時間勤務の者は、預金

をすることができない。」に改める。 

 

 

   附 則 

  この規程は、令和４年５月２３日から施行する。 

 

 

 

 

 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合生活資金積立預金規程新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（適用除外） 

第４条 会員のうち短時間勤務の者は、預金をする

ことができない。 

 

第４条 削除 

新 旧 



一般財団法人岡山県教育職員互助組合保険事業取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合保険事業取扱規程の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合保険事業取扱規程(昭和４７年２月２８日制定)の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条第２項中、「会員」の後に、「（会員のうち短時間勤務の者を除く。以下同じ。）」を加える。 

 

 

   附 則 

  この規程は、令和４年５月２３日から施行する。 

 

 

 

 

 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合保険事業取扱規程新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 略 

２ 会員（会員のうち短時間勤務の者を除く。以下

同じ。）が、法人と団体契約を締結した各生命保

険会社及び損害保険会社と団体扱いの保険契約

を締結した場合、法人は、団体契約に基づく取扱

いをしなければならない。 

第２条 略 

２ 会員が、法人と団体契約を締結した各生命保険

会社及び損害保険会社と団体扱いの保険契約を

締結した場合、法人は、団体契約に基づく取扱い

をしなければならない。 

新 旧 



一般財団法人岡山県教育職員互助組合退職互助規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和４年５月２３日 

 

                    一般財団法人岡山県教育職員互助組合理事長 鍵本 芳明 

 

   一般財団法人岡山県教育職員互助組合退職互助規程の一部を改正する規程 

 

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合退職互助規程(昭和３９年７月３１日制定)の一部を次のように

改正する。 

 

 第７条第２項中、「２，５００円を控除した額の６割に相当する額とする。」の後に、「ただし、ひ

と月の請求限度額を４４，４００円とする。」を加える。 

 

 

   附 則 

  この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

一般財団法人岡山県教育職員互助組合退職互助規程新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 

第７条 略 

２ 療養補助金の額は、療養の給付に要する費用の

うち、医療保険各法による保険者（以下「保険者」

という。）、国又は地方公共団体が負担しない額

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）の定めによる後期高齢者医療の被

保険者については、同法の一部負担金の額）から

２，５００円を控除した額の６割に相当する額と

する。ただし、ひと月の請求限度額を４４，４０

０円とする。 

第７条 略 

２ 療養補助金の額は、療養の給付に要する費用の

うち、医療保険各法による保険者（以下「保険者」

という。）、国又は地方公共団体が負担しない額

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）の定めによる後期高齢者医療の被

保険者については、同法の一部負担金の額）から

２，５００円を控除した額の６割に相当する額と

する。 
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